
 
 

本講習の課程を修了すると、消防法第８条第１項に規定する防火管理者としての資格を有することができます。 

 

１ 受講者の要件 

  広島市消防局管轄区域内（広島市、海田町、坂町、熊野町、安芸太田町、廿日市市吉和地区）に居住し又は勤務す

る、原則、防火管理者として選任される予定の方が対象です。 

 

２ 講習日程及び申請期限  

種 別 等 
実  施  日 ※１ 

申請期限 ※２ 
１日目 ２日目 

甲･乙種第 547 回 令和 8 年 4 月 9 日(木)  4 月 10 日(金) 令和 8 年 3 月 26 日 (木) 

甲･乙種第 548 回 令和 8 年 4 月 15 日(水)  4 月 16 日(木) 令和 8 年 4 月 1 日 (水) 

甲･乙種第 549 回 令和 8 年 5 月 13 日(水)  5 月 14 日(木) 令和 8 年 4 月 28 日 (火） 

甲･乙種第 550 回 令和 8 年 6 月 11 日(木)  6 月 12 日(金) 令和 8 年 5 月 28 日 (木) 

甲･乙種第 551 回 令和 8 年 7 月 1 日(水)  7 月 2 日(木) 令和 8 年 6 月 17 日 (水） 

甲･乙種第 552 回 令和 8 年 7 月 16 日(木)  7 月 17 日(金) 令和 8 年 7 月 2 日 (木) 

甲･乙種第 553 回 令和 8 年 8 月 3 日(月)  8 月 4 日(火) 令和 8 年 7 月 17 日 (金) 

甲･乙種第 554 回 令和 8 年 8 月 17 日(月)  8 月 24 日(月) 令和 8 年 8 月 3 日 (月) 

甲･乙種第 555 回 令和 8 年 9 月 3 日(木)  9 月 4 日(金) 令和 8 年 8 月 20 日 (木) 

甲･乙種第 556 回 令和 8 年 9 月 15 日(火) 9 月 16 日(水) 令和 8 年 9 月 1 日 (火) 

甲･乙種第 557 回 令和 8 年 10月 22 日(木) 10 月 23 日(金) 令和 8 年 10 月 8 日 (木) 

甲･乙種第 558 回 令和 8 年 11月 25 日(水) 11 月 26 日(木) 令和 8 年 11月 11 日 (水) 

甲･乙種第 559 回 令和 8 年 12 月 1 日(火) 12 月 2 日(水) 令和 8 年 11月 17 日 (火) 

甲･乙種第 560 回 令和 8 年 12月 17 日(木) 12 月 18 日(金) 令和 8 年 12 月 3 日 (木) 

甲･乙種第 561 回 令和 9 年 1 月 16 日(土)  1 月 17 日(日) 令和 8 年 12月 25 日 (金） 

甲･乙種第 562 回 令和 9 年 1 月 28 日(木)  1 月 29 日(金) 令和 9 年 1 月 14 日 (木) 

甲･乙種第 563 回 令和 9 年 2 月 9 日(火)  2 月 10 日(水) 令和 9 年 1 月 26 日 (火) 

甲･乙種第 564 回 令和 9 年 2 月 18 日(木)  2 月 19 日(金) 令和 9 年 2 月 4 日 (木) 

甲･乙種第 565 回 令和 9 年 3 月 3 日(水)  3 月 4 日(木) 令和 9 年 2 月 17 日 (水) 

甲･乙種第 566 回 令和 9 年 3 月 17 日(水)  3 月 18 日(木) 令和 9 年 3 月 3 日 (水) 

  ※１ 乙種防火管理講習は、１日目のみの講習となります。 

  ※２ 電子申請は申請期限の１７時１５分まで申請が可能ですが、申請期限前に定員に達した場合、申請すること

ができませんので、他の日程でお申込みください。 

 

３ 講習の申請手続   

⑴ 申請方法について 

インターネットで電子申請によるお申込みとなります。（パソコン、スマートフォンでお申込みできます。） 

電子申請の手続き等は、広島市のホームページ「令和8年度の防火管理講習の実施について」で 

ご案内しています。「広島市 防火管理講習」等と検索していただくか、スマートフォンの場合は、 

右記二次元コードを読み取っていただくと該当のページが表示されます。申請していただいた氏名・ 

生年月日は修了証発行時に使用します。氏名は通常のパソコンに標準で搭載されている文字で申請をお願いします。 

※やむを得ず電子申請が利用できない場合、消防局予防課(082-546-3476)へご連絡ください。 

 ⑵ 講習科目の一部免除について 

  ア 消防設備点検資格者講習又は自衛消防業務講習を修了している方は、講習科目の一部を免除することができま 

す。電子申請の手続きの際に、講習事項の一部免除を選択し、講習の免状又は修了証をスマートフォンのカメラ

等で撮影し、保存した画像ファイルをアップロードして申請してください。 

イ 修了証に旧姓の併記を希望する場合、旧姓が確認できる公的機関が発行した文書（旧姓が記載された住民票、

運転免許証等）を、上記と同様の方法でアップロードして申請してください。 

 

４ テキスト代 

  テキスト代として６，３９４円（税込）を講習当日に現金で徴収します。 

使用テキスト名 発 行（製 作） 価 格 

防火管理業務テキスト 
一般財団法人 日本防火・防災協会 

（東京法令出版株式会社） 
４，５１０円 

防火管理維持台帳 一般財団法人 広島県消防設備協会 １，３６０円 

広島市火災予防条例 一般財団法人 広島市都市整備公社 防災部 ５２４円 

※ 講習時点における最新版のテキストをお持ちいただく場合には、当日の購入は不要です。 

※ 改訂版の発行や消費税率の変更等により、テキスト代が変更となる場合があります。 

令和８年度 防火管理講習受講案内（甲種新規・乙種）  

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/shobo-bohan/1006085/1025604/1025607/1048315.html


５ 講習スケジュール（甲種は２日間、乙種は１日間） 

⑴ 当日の受付：８時４０分～９時２０分  

● 顔写真付き本人確認書類の提示：マイナンバーカード（個人番号カード）、運転免許証等を１点提示 

※ 顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は、各種資格確認書（健康保険）、年金手帳等の本人確認書類

を２点提示してください。 

● テキスト代のお支払い（テキストをお持ちいただいた場合は、受付時にお申し出ください。） 

● 弁当（５００円（税込み））の斡旋も行っていますので、必要な方は講習当日にお申込みください。 

⑵ 講習時間：９時３０分～１６時４０分  

⑶ 講習事項を一部免除で申請した受講者は、下記のスケジュールです。 

当日の受付：８時４０分～１０時３０分 

講習時間：（１日目）１０時５０分～１６時４０分、（２日目）１０時４０分～１６時４０分 

 

６ 注意事項 

● 電子申請の受付が完了後、連絡先のメールアドレスに「電子申請受付完了」のメールが届きます。メールをご確

認いただき、講習の注意事項等が記載された「講習の手引き」を印刷して、講習当日に持参してください。 

● 消火訓練等の実技講習がありますので、動きやすい服装で受講をお願いします。 

  なお、受講にあたり、不安な点がある方は遠慮なく事前にお申し出ください。 

● 遅刻した場合は受講できません。また、早退した場合や甲種防火管理新規講習の２日目を欠席した場合、講習 

修了とは認められません。 

● 大雨等で避難指示が発令された場合、講習を中止させていただくことがあります。 

 

７ 問合せ先 

  講習に関してご不明な点や講習を欠席する場合、事前に消防局予防課(082-546-3476)へご連絡ください。 

  なお、講習当日は、広島市総合防災センター(082-843-0918)へご連絡ください。 

 

８ 講習会場 

  広島市総合防災センター（〒739-1743 広島市安佐北区倉掛二丁目３３番１号） 

TEL：082-843-0918 ホームページ：http://www.bousai-c.city.hiroshima.jp/index.htm 

※ 交通手段等の詳細は、ホームページでご確認ください。 
 
 

http://www.bousai-c.city.hiroshima.jp/index.htm

